
 

 

 

へき地診療所（人工透析内科）の状況について 

 

 令和３年度第３回医療対策協議会において意見を聞いた上で、へき地診療所（人工透

析内科）として取り扱うこととした診療所の状況について、同協議会に取扱期間の中間

年である令和７年度に報告することとしており、次のとおり報告する。 

 

１ 診療所の概要及び現在の状況 

・名   称：新見クリニック 

・所 在 地：新見市西方 450 番地 

・診 療 科：人工透析内科 

・同時透析数：34人 

・通院患者数：68人（令和８年１月現在実数） 

 ・へき地診療所としての取扱期間 

：令和４年３月 30日から令和 12年３月 31日まで 
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